
京都市 都市計画局 住宅室 住宅政策課 
   企画担当課長 岡田 圭司 
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京都市居住支援協議会について 

（京都市居住支援協議会 事務局） 

平成２９年１月２０日 



 京都市の人口推移 

2 

○昭和４５年以降，人口変動は少ない（昭和45年142.7万人⇒平成27年146.9万人） 

○今後，転入超過が続くも自然減をカバーできず，人口減少が続くと予測。 
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 京都市の住宅事情 
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○住宅総数（昭和48年40.8万戸 ⇒平成25年81.5万戸 ）約2.0倍 
○世帯総数（昭和48年39.2万世帯⇒平成25年69.6万世帯 ）約1.8倍 
○空き家数（昭和48年 2.1万戸 ⇒平成25年11.5万戸      ）約5.5倍 

（資料）各年住宅・土地統計調査（平成25年は速報値） 
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（計画期間 平成28年度から平成37年度まで） 

住生活をめぐる現状と今後10年の課題 

○ 我が国の総人口は，平成22(2010)年の１億2,806万人
をピークに減少局面に。 

○ 高齢者の割合は，平成25(2013)年には25％を超え，
世界に例のない高齢社会がすでに到来。 

○ 高齢者が安全に安心して生涯を送ることができるための
住宅の改善・供給 

○ 高齢者が望む地域で住宅を確保し，日常生活圏におい
て，介護・医療サービスや生活支援サービスが利用でき
る居住環境を実現 

目標：高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現 

成果指標 
高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 

2.1％（平成26）→４％（平成37） 

 住生活基本計画（全国計画）（平成28年3月18日閣議決定） 
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世界保健機構（WHO）や国連の定義 
・高齢化社会   7%超～14% 
・高齢社会  14%超～21% 
・超高齢社会 21%超～ 



 京都市における高齢者人口の推移 
第6期京都市民長寿すこやかプラン（平成27年度～29年度）  

平成37(2025)年の京都市における高齢者の姿 

○ 高齢者人口４３万人（高齢化率３０％超） 

○ 市民の５人に１人が後期高齢者（75歳以上）となる。 
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平成37(2025)年の京都市における高齢者の姿 

○ 高齢者人口４３万人（高齢化率３０％超） 

平成37(2025)年における求められる高齢者向け住宅 

成果指標 
高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 

2.1％（平成26）→４％（平成37） 

→ １7,275戸（平成37） 

さて，現状は・・・・ 

『高齢者向け住宅』の定義について，次のように示されています。 

・有料老人ホーム 

・軽費老人ホーム 

・シルバーハウジング 

・サービス付き高齢者向け住宅 

・高齢者向け優良賃貸住宅   等 

京都市における高齢者向け住宅の供給状況(1) 
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京都市における高齢者向け住宅の供給状況（平成28年12月） 

箇所数 住戸数 備考 

有料老人ホーム 55 3,001 

軽費老人ホーム 14 687 

シルバーハウジング 1 30 

サービス付き高齢者向け住宅 84 3,182 

高齢者向け優良賃貸住宅 10 465 
UR整備の地優賃(高齢
者型)を含む。 

シニア住宅 1 72 

合  計 165 7,437 1.7% 
(37年高齢者人口対比) 

京都市における高齢者向け住宅の供給状況(2) 
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高円賃58団地1,028戸 
高専賃12団地   472戸 
高優賃  9団地   200戸 

 京都市居住支援協議会 設立の背景 
平成18年６月 住生活基本法の制定 
平成19年７月 住宅セーフティ法の制定 
 
平成22年３月 京都市住生活基本計画の策定（平成22～31年度） 

           施策の方向性⇒民間賃貸住宅等への入居の円滑化と居住支援 

 
平成23年３月 東日本大震災 
        ⇒避難者への住宅の無償提供に400戸超の申し出 
 
             ４月 高齢者住まい法の改正 
          ⇒高円賃，高専賃，高優賃を廃止し，サ高住に一本化 
          ※低中所得層の高齢者向け住宅情報の発信が停滞 
 
     ８月 京都府下の宅建業者へのアンケート結果（対象約3,500社） 

        ※家主から高齢者の入居を拒むよう言われた業者 50% 

 これらの経過を踏まえ，平成23年度に次の方針を決定！ 
・京都市が把握する高円賃，高専賃，高優賃の住宅情報の発信を行う。 
・不動産や福祉団体との連携を深め，居住支援協議会の設置準備を進める。 8 



低所得者，被災者，高齢者，障害者，子どもを育
成する家庭など 

 居住支援協議会の概要(住宅セーフティネット法第10条に規定) 

〇 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るため，地方公共団体，
不動産関係団体，居住支援団体等が連携し，居住支援協議会を設立。住宅確保要配慮者及
び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し，住宅情報の提供等の支援を実施。 

住宅確保 
要配慮者 

不動産関係団体 
 

宅地建物取引業者 
賃貸住宅管理業者 

家主等 

居住支援団体 
 

ＮＰＯ 
社会福祉法人等 

 地方公共団体 
(住宅部局・福祉部局) 

 
都道府県 
市町村 
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 居住支援協議会  



 京都市居住支援協議会の概要 

京都市 
都市計画局住宅室 

保健福祉局長寿福祉部 

 

京都市住宅供給公社 
京安心すまいセンター 
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 京都市居住支援協議会  

（公社）京都府宅地建物取引業協会 

（公社）全日本不動産協会 京都府本部 

（公財）日本賃貸住宅管理協会 京都府支部 

（一社）京都府不動産コンサルティング協会 

  京都市地域包括支援センター・ 

在宅介護支援センター連絡協議会 

（一社）京都地域密着型サービス事業所協議会 

（一社） 京都市老人福祉施設協議会 

不動産４団体 福祉 ３団体 

 設立日 平成２４年９月 
 愛 称 京都市すこやか住宅ネット 
 目 的 高齢者を中心とする住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑

な入居の促進に資する措置を実施することにより，住宅確保要配
慮者が安心して住み続けられる住まいづくりを推進する。 



 民賃での課題と京都市居住支援協議会の取組 

  
民間賃貸住宅への入居における課題 住宅確保要配慮者の 

居住支援に 
必要なサービスイメージ 住宅確保要配慮者 賃貸人 

入 
居 
前  

適当な住宅が見つからない 

賃借人とマッチング出来
ない。 

○入居可能な住宅の情報提供 
  
  
  

属性による入居制限 

住宅規模のミスマッチ 
（高齢者，子育て世帯等） 

契約手続きが複雑 

保証人等の確保が困難 
家賃滞納等トラブルへの
懸念 

○家賃債務保証の情報提供等 
○緊急連絡先の提供  

入 
居 
中 

家賃滞納による明渡し 家賃滞納 

管理に対する不満 
トラブル発生 
（近隣トラブル，病気，
死亡等） 

○すまいのトラブルに対する電話相談 
 
 
○見守り，生活相談等のサービス提供 
 
 

突然の体調変化等への 
不安 

退 
去 
時 

孤立死に対する不安 

原状回復を巡るトラブル ○原状回復に関する電話相談 
 
 
○家財，残置物の整理 
○葬儀の代行サービスの提供 

身寄りがない場合の対応
への懸念（家財・残置物
の整理，葬儀等） 

11 

すこやか賃貸住宅 
すこやか賃貸住宅協力店 
高齢期の住まいの相談会 

高齢者住まい・生活支援 
モデル事業 

京安心すまいセンターの開設 

高齢者住まい・生活支援 
モデル事業 

京安心すまいセンターの開設 
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 京安心住まいセンターの概要（協議会事務局） 

※京都市のすまいのワンストップ総合窓口 
○すまいの「なやみ」についてアドバイスします。 
○すまいの「知りたい」「学びたい」を応援します。 
○すまいの「安心・安全」を支援します。 

すまい相談 

すまいスクール出張版 

ご希望のテーマに応じて講師を派遣 
【対象】10名以上のグループ・団体など。 
【時間】１回45～90分，要事前予約 

・建物簡易調査をはじめ，修繕工事の方法， 
合意形成の進め方などを伝える専門家を派遣！ 

建て替え・大規模修繕アドバイザー派遣 

一般相談 
センターの相談員が，解決の手掛かりをアドバイス 

専門相談（建築，法律，不動産，分譲マンション） 
専門家が面談形式でお答えします。 
【日時】日曜日13～15時，１回45分，要事前予約 

高齢者の住み替え
相談にも対応！ 



  

すこやか賃貸住宅登録制度の創設・運用(1) 
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○ 京都市居住支援協議会のホームページで空室情報も含
め，住宅情報を掲載します。 

○ 入居希望者の問い合わせの際には，登録情報に基づき
情報提供します。 

すこやか賃貸住宅とは・・・ 

⇒ 高齢であることを理由に入居を断らない民間賃貸住宅 

4,794 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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すこやか賃貸住宅登録制度の創設・運用(2) 
ホームページアドレス  https://www.kyoto-sjn.jp/ 

空き物件は， 
青色で示される。 
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すこやか賃貸住宅登録制度の創設・運用(3) 
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○ 京都市居住支援協議会ホームページで紹介！ 

○ 本市や京安心住まいセンターへの相談者に紹介！ 

すこやか賃貸住宅協力店とは・・・ 

⇒ すこやか賃貸住宅の登録の促進や高齢者の住まい探しに 
 ご協力いただける仲介業者等（２８年１２月末，１１１件） 



すこやか賃貸住宅登録制度の創設・運用(4) 
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○ 行政区ごとに区分し,紹介しています。 

○ 各店舗のホームページへのリンクも張ります！ 



 高齢期の住まいの相談会(1) 
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高齢期住まいの相談会とは・・・ 

⇒ 居住支援協議会のメンバーである不動産，福祉，行政の  
 ３者でチームを組み，１組の相談者に対応する。 

（１回当たり１０組，１組当たり３０分～１時間） 

福
祉 

行
政 

不
動
産 

相
談
者 

開催数 組 
相談者の年齢 

60代 70代 80代 90代 平均 

平成24年度 １ １０ １ ７ ２ ０ ７４ 

平成25年度 ４ ３５ ６ ２１ ７ １ ７４ 

平成26年度 ４ ３０ ６ １７ ７ ０ ７７ 

平成27年度 ４ ４３ １０ ２４ ８ １ ７５ 

合計 １３ １１８ ２３ ６９ ２４ ２ ７５ 
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 高齢期の住まいの相談会(2) 

相談内容分類 件数 割合 

相談主な
理由 

情報収集（すぐに転居は考えていない。） ４ ２９ 

身体上の不安（足腰の衰えなど） ４ ２９ 

経済的理由 ２ １４ 

賃貸物件からの立退き（老朽化，家賃上昇等） １ ７ 

持ち家の処分 １ ７ 

保証人の不在 １ ７ 

その他 １ ７ 

合  計 １４ １００ 

情報提供
内容 
(複数有) 

安価な賃貸住宅情報（公営，ＵＲ等） ９ ２５ 

高齢者向け住宅（高優賃，サ高住，有料老人ﾎｰﾑ等） ７ １９ 

現在のすまいの売却・活用 ６ １７ 

すこやか賃貸住宅協力店の紹介 ５ １４ 

保証会社の情報 ５ １４ 

介護保険制度（住宅改修，福祉用具費の支給） ２ ６ 

賃貸借契約 １ ３ 

その他 １ ３ 

合  計 ３６ １００ 

（平成28年度第１回，第２回の相談案件の分類） 



 高齢者の住み替え・生活支援ニーズ（１） 
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平成25年度アンケート結果（対象：高齢者 約２万人） 

○ ６０歳以上で転居した方は，元気な方よりも，要支援・
要介護高齢者の方が多い傾向があった。 

○ 高齢者が転居先として検討した住居費は，２～５万円未
満が多く，低額な物件を検討する傾向がある。 

問 ６０歳になってから，転居を検討したことがあるか。 
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 高齢者の住み替え・生活支援ニーズ（２） 
問 転居先として検討している（検討した）物件の 
  居住費（月額，共益費含む。） 

問 今，日常生活の中で不自由と感じている 
  のは，どんなことか。 

「低廉な住まい」と「見守り」を含む生活支援サービス
へのニーズが高いことが強く示唆された。 
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 京都市高齢者すまい・生活支援モデル事業の概要 

  

京都市高齢者すまい・生活支援モデル事業とは・・・ 

⇒ すこやか賃貸住宅協力店による低廉な「住まい確保」＋
社会福祉法人による「見守り」等のサービスを提供する事業 

こんなサービスをします! 

住み替え後に・・・・ 
○定期的な見守り（主に週１回の訪問） 
○緊急時の対応 
○保健福祉に関する生活相談 など 

対象となる方 
原則６５歳以上の一人暮らしの 
見守り等の支援を必要とする方で， 
住み替えを希望している方 
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 京都市高齢者すまい・生活支援モデル事業のイメージ 

対象者 
(単身高齢者等) 

対象家屋 
(すこやか賃貸住宅) 

 
不 動 産 
関 係 団 体 

 
すこやか賃
貸住宅協力
店 

 
福 祉 
関 係 団 体 

 
京都市老人福祉
施設協議会 
（受託者） 

 

京都市（実施主体） 

京都市居住支援協議会 
（プラットフォーム） 

入居に関する支援 
（社会福祉法人と不動産業者が協力して）住まいとマッチング 

居住の継続に関する支援 
（社会福祉法人による）見守り・生活相談等の提供 

社会貢献に 
意欲ある 

受託団体加盟の 
社会福祉法人 

住まいとの 
マッチング後 

見守り 
生活相談 
などの提供 



京都市高齢者すまい・生活支援モデル事業の実施地域 

区 学区 法人名 拠点施設 不動産業者 

北区 

楽只・柏野・紫野 
(福)京都福祉サービ
ス協会 

高齢者福祉施設紫野 
フラットエージェンシー 
ライフミディ 

紫竹・大宮・待鳳 (福)端山園 
地域密着型総合ケアセン
ターきたおおじ 

東山区 
清水・六原・修道・ 
貞教・一橋・月輪・ 
今熊野 

(福)洛東園 洛東園 
都ハウジング 
ランドスタイリング 

南区 

祥栄・吉祥院・祥豊・ 
唐橋 

(福)清和園 
特別養護老人ホーム 
吉祥ホーム 

長栄 
上野不動産 

山王・九条・九条弘道・
九条塔南・陶化・東和・
上鳥羽 

(福)こころの家族 
特別養護老人ホーム故郷
の家・京都 

上野不動産 
ランドスタイリング 

右京区 

水尾・宕陰・嵯峨・広沢・
高雄・宇多野・御室・花園 

(福)健光園 
高齢者福祉総合施設 
健光園 

長栄 
上野不動産 嵐山・嵯峨野・常盤野・

太秦・南太秦 
(福)嵐山寮 嵐山寮 

伏見区 

稲荷・砂川・藤ノ森・ 
藤城・深草 

(福)京都老人福祉協
会 

京都老人ホーム 
都ハウジング 
ランドスタイリング 久我・久我の杜・ 

羽束師・横大路 
(福)京都福祉サービ
ス協会 

高齢者福祉施設久我の杜 
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京都市高齢者すまい・生活支援モデル事業の相談理由 
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相談理由 件数 割合 

情報収集 ７３ ２５％ 

賃貸物件からの立退き（老朽化，家賃上昇等） ６１ ２１％ 

経済的理由 ４１ １４％ 

家庭内問題（折り合い悪化，ＤＶ等） ２８ ９％ 

相隣関係（騒音，境界線トラブル等） ２１ ７％ 

持ち家の老朽化 ２２ ７％ 

身体上の不安（足腰の衰えなど） １５ ５％ 

その他（施設の緊急入所の期限切れ，養護老人
ホームからの移行など） 

３６ １２％ 

合  計 ２９７ １００％ 



 京都市高齢者すまい・生活支援モデル事業の流れ 

入 居 ま で の 流 れ 

【面談】 
本人と実施地域を担当する社会福祉法人が面談の上， 
対象賃貸住宅の中から，本人の希望に見合う物件を選定 

【下見】 
本人とすこやか賃貸住宅協力店が，物件の下見 
 

【契約】 
本人，家主，すこやか賃貸住宅協力店，実施地域を担当する
社会福祉法人との間で，入居の契約，サービスの契約 

【入居】 
入居後，実施地域を担当する 
社会福祉法人による見守り・生活相談等のサービス提供 

※モデル事業終了後も（平成29年度以降も），社会福祉法人による主体的な社会
貢献事業として継続して取り組めるよう，プラットフォームにおいて事業内容の
検証等を行い，モデル事業の期間中に，持続可能な事業モデルを構築していく。 
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 京都市モデル事業の典型的な住み替え事例 
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間取 ：１K（23㎡） 
築年数：37年 
家賃 ：2.9万円 
共益費：0.4万円 
階数 ：１階／４階建 
設備 ：バス・トイレ別 
    インターネット 
    光ファイバー 



「見まもっＴＥＬプラス」（自動音声安否確認サービス）概要(1) 

27 



28 

「見まもっＴＥＬプラス」（自動音声安否確認サービス）概要(2) 
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 「見まもっＴＥＬプラス」導入スキーム（例） 

街中の不動産屋さんや，福祉団体も 
メールの受信先とすることが可能。 



○ 電話利用が可能など一定の健康な方を対象として， 
 安価(月額1,500円)で，週２回の安否確認が可能となる。 
 
○ 入居者の周りの方々（５名）が，週２回の安否確認メール
を受けることで，必要な行動を実施することが可能となる。 

○ 高齢者の入居に際して，「見まもっＴＥＬ」を導入するこ
とで，オーナー不安の大幅な低減が図られることから，  
高齢者の入居を受け入れる賃貸物件「すこやか賃貸住宅」の
ストック数を増やすことができると考える。 

○ 入居者の周りの方々の見守りがあることで，事故物件とな
るリスクが低減される。 

○ 万が一，室内で孤独死した場合には，原状回復，遺品整理，
葬儀費用について，上限１００万円の費用補償がある。 

【導入メリット】 

 「見まもっＴＥＬプラス」導入メリット 
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平成28年12月，ホームネット(株)と業務提携契約を締結。 
現在，不動産事業者への参加呼び掛け中。 



 京都市居住支援協議会の目指すまち 

住生活をめぐる現状と今後10年の課題 

○ 我が国の総人口は，平成22(2010)年の１億2,806万人
をピークに減少局面に。 

○ 高齢者の割合は，平成25(2013)年には25％を超え，
世界に例のない高齢社会がすでに到来。 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことが
できるまちづくり！ 

○ 高齢を理由に入居を拒まない民間賃貸住宅「すこやか賃貸
住宅」の情報提供 

○ 日常生活圏域における住宅と福祉のネットワークの構築 

○ 社会福祉法人を核とした見守り・生活相談等のサービス提
供で,家主の方々や入居者の安心を提供 
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ご静聴，ありがとうございました。 
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